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八代市住民自治によるまちづくり行動計画 後期計画の方向性について 

 

○配付資料 

・資料 3-1：地域協議会設立後の主な取り組み（平成 24～25年度） 

・資料 3-2：住民自治推進体系図 

・資料 3-3：後期計画について 

・八代市住民自治によるまちづくり行動計画（前期計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民協働部 市民活動支援課 
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地域協議会設立後の主な取り組み（平成２４～２５年度） 

 

これまで地域協議会を設立された第１期、第２期先行地域の主な取り組み、行政の支援について 

 

 ○地域協議会（第１期、２期先行地域） 

・構成団体の新たな連携（消防団の交通指導による見守り活動） 

・女性役員登用の推進 

・イベント行事への参加（八代くま川祭り総踊り） 

・公民館の花壇づくり 

・校区民体育祭の見直し（種目を変更し参加者が増加） 

・情報発信（新たに掲示板を設置し地域の情報を発信） 

・自主財源確保（リサイクル業者と資源ごみの売買契約締結） 

・ＮＰＯとの連携（人材育成セミナーの呼びかけ） 

・夏休み公民館開放（子どもとの触れ合い、子育て世代の支援、節電） 

・農業独身者への取組み（若者ふれあい事業） 

・地域マップ作成（地域資源や名所を発掘） 

・農業体験（農業体験を通じた地域間交流） 

・地域素材の加工品（お菓子等）の魅力発信 

 

○行政 

・担当職員の配置（地域アドバイザーと地域コーディネーター） 

・パートナーシップ協定の制定及び地域協議会との締結 

・協働に関する講演会並びに研修会による職員の意識改革 

・コミュニティビジネスの情報収集・講演会の開催 

・地域要望制度の確立 

・公民館だより活用による地域情報発信 

・地域協議会活動交付金の制度確立及び交付 

・組織運営交付金の制度確立及び交付 

・地域協議会運営育成強化支援補助金の制度確立及び交付 

  



住民自治推進体制図 

 

市 長 
【地域審議会】 

 ・八代地域審議会 

 ・坂本地域審議会 

 ・千丁地域審議会 

 ・鏡地域審議会 

 ・東陽地域審議会 

 ・泉地域審議会 

【住民自治推進団体連絡会議】 

住民自治によるまちづくりに向けての具体的方策 

及び住民と行政の連携についての協議・検討 

・住民自治によるまちづくり行動計画に関する事項 

・住民自治組織に関する事項 

・その他住民自治の推進に関し必要な事項 

<３４名の委員で構成> 

・各校区長または地域協議会長 ２１名 

・各種団体の代表者 １３名 

【住民自治推進庁内検討会議】 

 各部より課長補佐級の職員を充て 

 市長が任命する。（19 名で構成） 

事務局：市民活動支援課 
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後期計画について 

・策定の趣旨について（資料たたき台） 

・行動計画３つの柱「住民が主体的に取り組むもの」について 

・まちづくり計画（参考） 
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